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地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第二期中期目標期間終了時における 

組織・業務全般の検討について（案） 

 

地方独立行政法人法（以下「法」という。）第３１条では、設立団体の長は、中期目

標期間の終了時に、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び

業務の全般にわたる検討を行うことが規定されている。 

また、平成２６年３月１０日付東京都地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員

会」という。）幹事会決定に基づき、法第３１条の規定に基づく組織及び業務の全般に

わたる検討は、次期中期目標の策定と一体的に行うこととされた。 

この趣旨を受け、この間、評価委員会による各事業年度の業務の実績に関する評価や、

次期中期目標の策定に向けた検討の中で、法人の組織及び業務の全般についても検討を

行ってきたところであるが、平成２９年度に地方独立行政法人東京都健康長寿医療セン

ター（以下「法人」という。）の第二期中期目標期間（平成２５年４月１日から平成３

０年３月３１日まで）の最終年度を迎えるに当たり、「今後の法人の業務の継続の必要

性」という観点から、下記のとおり検討結果を取りまとめる。 

 

記 

 

第１ 第二期中期目標期間の業務実績評価(平成２５～２７年度) 

１ 第二期中期目標の概要 

法人は、「高齢者のための高度専門医療及び研究を行い、都における高齢者医療及

び研究の拠点として、その成果及び知見を広く社会に発信する機能を発揮し、もっ

て都内の高齢者の健康の維持及び増進に寄与すること」を目的として、平成２１年

度に設立された。 

 

高齢者が急速に増加していく中、高齢者が健康を維持しながら安心して生活でき

る社会を作ることは、都の高齢者施策における重要な課題であり、高齢者専門の病

院・研究所として、高齢者を取り巻く様々な課題の解決に取り組む法人の役割は、

ますます重要になっている。 

こうした状況を踏まえ、第二期中期目標では、第一期中期目標期間中に明らかに

なった課題等を踏まえつつ、高齢者の死亡・要介護の主要な原因であり、法人が重

点医療と位置付ける血管病、高齢者がん及び認知症医療のより一層の充実や救急医

療の充実など医療体制の強化を図るとともに、病院と研究所が一体化した法人であ

る利点を発揮し、着実に研究成果を挙げることを求めている。 

さらに、高齢者が地域で質の高い生活を営むための仕組みづくりが求められる中

で、法人がこれまで蓄積してきた高齢者医療及び老年学研究に関する実績を、効果
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的に活用し、高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成等に取り組むことや、東

日本大震災を踏まえた新たな視点から、都民の安心につながる医療・研究に取り組

むことが必要であるとしている。 

また、経営面においては、平成２５年度の新施設移転を契機として、経営基盤の

強化に向けて、業務運営の効率化、収入増の取組、コスト管理の強化に一層取り組

まねばならないとしている。 

 

法人は、都が指示した第二期中期目標に基づき、第二期中期計画及び各年度の年

度計画を定め、中期目標の達成に向けて業務運営を行ってきた。 

 

２ 評価委員会による業務実績評価の概要 

法人は、法第２８条に基づき、評価委員会により各事業年度に係る業務の実績に

関する評価を受けている。評価は、法人が提出する業務実績報告書等に基づき、「全

体評価」、「項目別評価」により実施される。 

 

（１）全体評価の概要 

全体評価は、項目別評価を踏まえつつ、法人の中期計画の進行状況全体について

記述式で評価しており、平成２５年度から２７年度までの各年度とも「全体として

年度計画を順調に実施しており、概ね着実な業務の進捗状況にある」と評価されて

いる。主な総評は以下のとおりである。 

 

・平成２５年６月に新施設に移転した。移転に際しては、全職員が一丸となって取り組

んだことにより、入院患者を安全に新施設へ移送するとともに、診療制限による影響

を最小限に抑えるなど、円滑に移転できたことは、大いに評価したい。（平成２５年度） 

・病院事業については、３つの重点医療（血管病、高齢者がん、認知症）において最新

の機器と高度な技術を活用した難易度の高い鑑別診断や低侵襲な治療の提供に努めた。

また、救急医療から在宅医療に至るまで、地域の医療機関等との連携に基づき、高齢

者が地域で安心して生活できるよう、医療体制を強化した。中でも、二次救急医療機

関及び東京都地域救急医療センターとして、地域の医療機関とも協力・連携しながら、

救急患者の受入体制を強化し、平成２６年度に続き救急医療の実績を伸ばしたことは

大いに評価できる。（平成２７年度） 

・研究事業については、病院と研究所を一体的に運営する法人の特徴を活かした研究が

進められ、「膵臓がん悪性度診断法」を確立するとともに、乳がんホルモン療法の適応

について新たな判定基準を確立するなど、臨床応用や実用化につながる成果が現れて

いる。（平成２６年度） 

・これまで蓄積した糖鎖の研究から、複数の指定難病の発症原因を解明するなど、画期
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的な成果が得られ、今後の臨床応用や実用化が大いに期待できる。また、高齢者が安

心して生活するための社会環境づくりに関して、様々な視点から研究に取り組み、成

果を還元している。（平成２７年度） 

 

（２）項目別評価の概要 

     項目別評価は、「高齢者の特性に配慮した医療の確立と提供」「高齢者の健康の

維持・増進と活力の向上を目指す研究」「業務運営の改善及び効率化に関する事項」

などの分野における、各年度計画の項目計２０項目について、事業の進捗状況・成

果を以下の５段階で評価している。 

 

評 

定 

Ｓ・・・年度計画を大幅に上回って実施している 

Ａ・・・年度計画を上回って実施している 

Ｂ・・・年度計画を概ね順調に実施している 

Ｃ・・・年度計画を十分に実施できていない 

Ｄ・・・業務の大幅な見直し、改善が必要である 

※「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価方針及び評価方法」平成22年2月4日東京

都地方独立行政法人評価委員会高齢者医療・研究分科会決定（平成27年8月5日一部改正） 

   各年度の主な取組実績及びその評定については、別紙１「第二期中期目標期間に

おける項目別評価結果及び主な取組実績」のとおりであり、各項目とも評定「Ｂ」

以上の評価を得ている。また、実績値の推移は、別紙２「第二期中期目標期間にお

ける実績例」のとおりである。 

一方で、評価委員会からは、第三期中期目標策定に向けて、更なる取組の強化を

求める意見があり、主な意見は以下のとおりであった。 

・都における高齢者医療・研究の中核的なセンターとして、全都的な役割を果たし、

成果を還元すべきである。 

・東京都地域医療構想が策定され東京都保健医療計画の改定を控える中、自院の運

営だけではなく、地域全体で地域医療を守る視点が求められる。 

・医療・介護を支える身近な地域の専門人材の育成だけではなく、全都的な人材育

成が求められる。 

 

第２ 法人の業務及び組織の必要性・有効性、運営形態の適切性等について 

１ 法人の業務及び組織の必要性・有効性 

法人は第二期中期目標の達成に向け様々な取組を推進し、病院部門においては、

平成２５年度の新施設移転に伴い整備した最新の設備や機器を活用し、難易度の高

い鑑別診断や低侵襲な治療を提供するなど、重点医療を始めとする高齢者の特性に

配慮した医療の充実を図った。高齢者総合機能評価（ＣＧＡ）に基づき、入院時か
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ら退院を視野に入れた治療の提供と適切な退院支援を行うなど、高齢者医療の専門

病院として、生活の質を重視した医療の提供に取り組んでいる。 

また、救急医療においても、受入体制の強化や受入状況の検証、地域の医療機関

との連携等により、積極的に受入を行った。 

研究部門においては、老化メカニズムや高齢者に特有な疾患、高齢者の社会参加

など、多様な分野にわたる研究を推進し、高齢者を取り巻く課題に総合的に取り組

んでいる。 

主な研究成果の例としては、医療と研究の密接な連携の下、これまで悪性度判定

が困難であったがんの症例に対して、染色体のテロメア長測定技術を利用し判定す

る「すい臓がん悪性度診断法」を確立したことが挙げられる。法人独自のテロメア

長測定技術を活用した研究の推進により、がんの診断と治療に有用な技術の確立が

期待される。 

また、これまで蓄積した糖鎖の研究から、糖鎖構造の異常が先天性筋ジストロフ

ィー症や網膜色素変性症の原因となることを解明しており、今後、糖鎖異常を原因

とする疾患の病態解明や診断・治療法への活用が期待される。 

このほか、認知症の疑いを家庭で簡単に確認できる「自記式認知症チェックリス

ト」を開発し、このチェックリストを掲載した都の普及啓発用パンフレットが区市

町村や関係機関に配布されるなど、都民の認知症への理解促進や早期受診の促進に

貢献している。 

これらの取組は、第１で記したとおり、評価委員会による業務実績評価において

も「概ね着実な業務の進捗状況にある」と評価されている。 

したがって、法人による病院と研究所が一体となった組織の運営は、その目標達

成のために有効に機能しており、法人の使命の実現に向け、引き続きこれらの取組

を行っていく必要がある。 

さらに、評価委員会からの意見を踏まえ、都の高齢者医療・研究の拠点として、

その成果を広く社会に還元することや、これまでの知見を活かし専門人材の育成に

努めることなどが求められている。 

  

２ 当該事業の運営形態としての法人の適切性 

第二期中期目標期間の初年度は、新施設への移転という重要課題に対し、法人が

主体となって円滑に遂行し、移転後早期に業務を安定化させた。 

財政運営面においては、新規入院患者の確保や新たな施設基準の取得等により収

入の確保に努め、入院収益、外来収益とも増加した。一方、外部資金獲得額は研究

費獲得競争の激化等により減少しており、今後の取組の強化が求められる。 

このほか、後発医薬品の採用や診療材料購入におけるベンチマークシステムの導

入など、コスト削減に継続的に取り組んだ。 



5 

 

また、新たに設置した経営戦略会議等を中心に企画立案機能、調整機能を強化し、

機動的かつ弾力的な予算執行を行うとともに、業務内容に応じた弾力的かつ効率的

な人員体制を確保するなど法人の裁量と責任に基づく自律的な事業運営を実現して

いる。 

これらの取組は第１で掲げた評価委員会による業務実績評価においても評価され

ており、引き続き地方独立行政法人の形態により、運営を行うことが適切である。 

 

 

〔第二期中期目標期間中の指標の推移〕 

  平成25年度 平成26年度 平成27年度 

平均在院日数 15.8日 13.0日 12.3日 

病床利用率 79.7％ 80.8% 86.2% 

延べ入院患者数 160,888人 162,276人 173,510人 

入院収益 8,264百万円 8,658百万円 9,480百万円 

入院単価 51,100円 53,459円 54,524円 

延べ外来患者数 201,059人 220,759人 235,697人 

外来収益 2,161百万円 2,314百万円 2,569百万円 

外来単価 10,805円 10,584円 10,956円 

外部資金獲得金額 689百万円 670百万円 584百万円 

外部資金獲得金額 

（研究員一人当たり） 7,254千円 7,209千円 6,344千円 

運営費負担金・交付金 9,667百万円※ 4,362百万円 4,484百万円 

自己収支比率 65.9% 70.0％ 73.4% 

 ※ 平成２５年度は、新施設への移転に伴い特別運営費交付金を交付 

 

第３ 第二期中期目標期間の総括と今後の法人事業の在り方について 

 １ 所要の措置の必要性 

   第１及び第２のとおり、これまでの検討の結果を踏まえると、法人の業務内容、

組織構成、運営形態について、総体として適切かつ妥当なものと判断される。した

がって、法第３１条第１項の規定に基づく所要の措置を講ずる必要性は認められな

い。 

 

 ２ 第三期中期目標期間に期待される取組 

高齢化が急速に進展する中、都は高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が日常生活の場で切れ目なく

提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて様々な施策に取り組んでいる。 
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第三期中期目標期間においては、都における高齢者医療・研究の拠点として、そ

の成果の普及・還元を強力に推し進めるとともに、医療・研究で培った知見を踏ま

え、高齢者の医療と介護を支える人材の育成を一層推進し、地域包括ケアシステム

の構築に寄与することを期待する。 



（別紙１）

H27 H26 H25

・新施設にハイブリット手術室をはじめ、最先端の医療の
提供が可能となる設備や機器を導入

(ｱ)　血管病医療 （１） Ａ Ａ Ｓ

・ハイブリッド手術室を活用し、腹部並びに胸部大動脈瘤
に対するｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術など、低侵襲で効果的な治
療を実施
・東京都脳卒中救急搬送体制に参画し、病院独自の脳
卒中ホットラインを活用して、ｔ－PA治療や血管内治療な
ど、超急性期及び急性期の脳卒中治療を積極的に実施
・TEVAR（胸部ステントグラフト内挿術）の指導医資格の
取得や植込型補助人工心臓の施設基準の取得など、高
度かつ多様な治療を提供する体制整備を推進

(ｲ)  高齢者がん医療 （２） Ａ Ａ Ａ

・開胸・開腹せずに確定診断が行えるコンベックス内視鏡
下穿刺術など、最新機器を用いたがんの鑑別診断を実
施し、実績が増加
・早期の胃がんや大腸がんに対する、内視鏡下粘膜下層
剥離術（ＥＳＤ）や内視鏡的粘膜切除術（EMR）など、低侵
襲な治療を積極的に実施し、実績が増加

(ｳ)　認知症医療 （３） Ａ Ａ Ａ

・MRI・SPECT・PET等の検査を着実に実施し、実績が増
加。MRI画像の統計解析結果とPET等の機能画像との比
較検討を行い、認知症診断の精度向上を図った。
・区西北部二次保健医療圏における地域拠点型認知症
疾患医療センターとして、専門医療相談や研修等実施。
また、都における認知症ケアに従事する医療専門職等の
研修拠点として、認知症支援推進センターを設置し、各
種研修等を実施

（４） Ａ Ａ Ａ

・特定集中治療ユニット（ICU）や冠動脈治療ユニット
（CCU）において急性期患者、重症患者を積極的に受入
・高齢者総合機能評価（ＣＧＡ）に基づき、患者に応じた
適切な治療、早期リハビリテーションを実施し、早期離
床、早期退院を図り、退院後のＱＯＬを確保

（５） Ｓ Ｓ Ａ

・二次救急医療機関及び東京都地域救急医療センター
として救急医療を提供
・救急受入体制の強化や受入状況の検証、地域医療機
関との連携等により目標を大きく上回る救急患者を受入

イ　急性期医療の取組（入
退院支援の強化）

ウ　救急医療の充実

１　都民に対して提供するサー
ビスその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためと
るべき措置

（１）　高齢者の特性に配慮し
た医療の確立と提供

ア　三つの重点医療の提供
体制の充実

第二期中期目標期間における項目別評価結果及び主な業務実績

第二期中期目標項目

年度評価

主な業務実績
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H27 H26 H25
第二期中期目標項目

年度評価

主な業務実績

（６） Ｂ Ｂ Ｂ

・連携医療機関、連携医を着実に増やし、連携医を対象
とした公開CPC（臨床病理検討会）や各診療科による医
療関係者向けセミナーを開催するなど疾病の早期発見・
早期治療に向けた地域連携の強化
・平成２５年度に災害拠点病院の指定を受け、必要な資
材の備蓄や各種訓練に参加するなど、災害時に必要な
運営体制を確保

(ｱ)　より質の高い医療の
提供

（７） Ａ Ｂ Ｂ

・高齢者特有の疾患に対応した専門外来（ロコモ外来、フ
レイル外来、もの忘れ外来等）の充実
・クリニカルパスの分析及び検証を行い適宜パスを見直
すとともに、新規のパスを作成するなど医療の標準化と効
率化を推進

(ｲ)　医療安全対策の徹
底

（８） Ｂ Ｂ Ｂ

・感染対策チーム（ICT）による院内ラウンドや職員研修等
による院内感染対策の実施
・インシデント・アクシデントレポートの分析、再発防止策の
周知徹底
・医療事故調査制度（H27.10～運用開始）に対応し、セ
ンター内の体制、運用基準の整備

（９） Ｂ Ｂ Ｂ

・新施設移転に伴う患者の療養環境の充実、患者満足
度調査の結果等を踏まえた更なる改善
・医師事務作業補助者の採用により医師の事務負担を
軽減し、診断書等の交付期間や診療待ち時間を短縮す
るなど、患者サービスの向上

（１０） Ａ Ａ Ａ

・これまで悪性度判定が困難であった症例に対して、染
色体のテロメア長測定技術を利用し判定する「すい臓が
ん悪性度診断法」を確立
・高齢者の頻尿を皮膚刺激によって制御する「過活動膀
胱抑制器具」が医療機器として承認され販売を開始

（１１） Ａ Ａ Ａ

・これまでの治療効果に関する研究から、乳がんホルモン
療法の適応について新たな判定基準を確立し、「乳がん
診療ガイドライン2015年版」に掲載
・PET薬剤FDG及びPE２１を用いたPET解析から、アルツ
ハイマー病とレビー小体認知症の画像識別に成功

（２）高齢者の健康の維持・増
進と活力の向上を目指す研
究

ア　トランスレーショナルリ
サーチの推進（医療と研究
の連携）

イ　高齢者に特有な疾患と
生活機能障害を克服する
ための研究

オ　安心かつ信頼できる質
の高い医療の提供

カ　患者中心の医療の実
践・患者サービスの向上

エ　地域連携の推進
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H27 H26 H25
第二期中期目標項目

年度評価

主な業務実績

(ｱ) 安心して生活するた
めの社会環境づくりへの
貢献

・認知症の疑いを家庭で簡単に確認できる「自記式認知
症チェックリスト」を開発。都の普及啓発パンフレットやホー
ムページ等に掲載され、区市町村や関係機関でも活用さ
れるなど、都民の認知症への理解、早期受診の促進に
貢献
・高齢者の虚弱予防に関する長期縦断研究において、高
齢者の総合的な機能評価を重視した健診や地区単位で
の健康教育の実施、介護予防教室の開催等の取組が、
要介護認定新規発生率の低下及び健康寿命の延伸に
寄与することが判明
・高齢者の世代間交流についての長期介入研究から、社
会貢献活動が心身機能の維持・改善にもたらす効果を
明らかにし、高齢者ボランティアの支援のためのコーディ
ネートマニュアルを作成し、社会に還元

(ｲ) 災害時における高齢
者への支援

・東日本大震災被災地で住民を対象とした介護予防講
座や専門職に対する支援活動を実施し、災害時における
高齢者支援の在り方を研究

（１３） Ｓ Ａ Ａ

・糖鎖構造の異常が先天性筋ジストロフィー症、網膜色素
変性症の原因となることを解明
・高齢者ブレインバンクのリソースを着実に蓄積し、国内外
のネットワークを強化。病理組織のリソースセンターとし
て、老年学研究の発展に貢献

（１４） Ｂ Ｂ Ｂ

・老年学・老年医学公開講座の開催やホームページの活
用、研究所NEWSの発行等による研究成果の都民への
普及
・第29回日本老年学会総会の会長を理事長が務め、セ
ンターを挙げて学会開催に関与。国や都の審議会等に委
員として参加し政策提言

・都職員の派遣解消計画を踏まえ、必要な人材を計画
的に採用
・職員の専門性向上に向けて、認定医、認定看護師等の
資格取得支援

・医学生、研修医等を対象とした高齢者医学研究セミ
ナーの開催や連携大学院からの大学院生の受入、外国
人医師臨床修練の受入

・認定看護師、専門看護師による地域の看護師向けの専
門相談窓口の設置、セミナーの開催
・介護職ができる医療行為について、高齢者の特徴、ケ
アの方法等を踏まえて解説した書籍を発行。地域の介護
人材の育成に貢献

イ　次代を担う医療従事者
及び研究者の養成

ウ　地域の医療・介護を支
える人材の育成

オ　研究成果・知的財産の
活用

（３）　高齢者の医療と介護を
支える専門人材の育成

ア　センター職員の確保・育
成

（１５） Ｂ Ｂ  Ｂ

ウ　活気ある地域社会を支
え、長寿を目指す研究

（１２） Ｂ Ａ Ｂ

エ　先進的な老化研究の展
開・老年学研究における
リーダーシップの発揮
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H27 H26 H25
第二期中期目標項目

年度評価

主な業務実績

（１６） Ａ Ｂ Ａ

・研究部門の人事考課制度を見直し、「研究業績」と「都
民・社会への還元及び法人への貢献」を柱とする成績評
価を実施
・職員提案制度、職員表彰制度の実施。職員提案に基
づく業務運営の改善

（１７） Ｂ Ｂ Ｂ

・理事長をトップとする経営戦略会議を設置し、法人の運
営及びリスクマネジメント体制を強化
・会計監査人監査や外部有識者等が参加する運営協議
会等の意見を踏まえ、検収センターを設置するなど業務
改善を実施

（１８） Ａ Ａ Ａ
・新規入院患者の確保や新たな施設基準の取得、外部
研究資金の獲得等による収入の確保

（１９） Ａ Ａ Ｂ
・後発医薬品の採用促進や診療材料購入におけるベン
チマークシステムの導入などによる経費の縮減

（２０） Ｂ Ｂ Ｂ

・情報セキュリティ、個人情報保護に関する対策及び職
員研修の徹底
・事業継続計画（ＢＣＰ）（災害編）を策定し、危機管理体
制を強化

（１）　収入の確保

（２）　コスト管理の体制強化

９　その他業務運営に関する重
要事項（センター運営における
リスク管理の強化）

２　業務運営の改善及び効率
化に関する事項

（１）地方独立行政法人の特
性を活かした業務の改善・効
率化

（２）適切なセンター運営を行
うための体制の強化

３　財務内容の改善に関する事
項
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第二期中期目標期間における実績例 

 

１ 医療 

  

 

ハイブリッド手術室＊を活用した腹部並びに胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術など、低

侵襲で効果的な治療を実施し、実績が増加した。 

 

    

 

 

 

最新機器を用いたがんの鑑別診断であるコンベックス内視鏡下穿刺術（ＥＵＳ－ＦＮＡ）を実施し、

実績が増加した。 

 

 

 

 

 

早期の胃がんや食道がん、大腸がんに対し、低侵襲な内視鏡下粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）を積極的に

実施し、実績が増加した。 

24件 

46件 
53件 

57件 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

合計 

ステンドグラフト内挿術（腹部

大動脈瘤） 

ステントグラフト内挿術（胸部

大動脈瘤） 

コイル塞栓術件数（脳動脈瘤） 

ステント留置術件数（内頚動脈

狭窄症） 

ハイブリット

手術室新設 

0件 
28件 

118件 124件 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

コンベックス内視鏡下穿刺術* 

実施初年度 

21件 

74件 

105件 
120件 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

内視鏡下粘膜下層剥離術（ESD）

実施件数 

胃がんのみ

対象 

食道がん、大腸が

んにも対象を拡大 

【血管病医療】ステントグラフト内挿術等実施件数 

【高齢者がん医療】コンベックス内視鏡下穿刺術＊実施件数 

【高齢者がん医療】内視鏡下粘膜下層剥離術＊実施件数 

＊ レントゲン透視機器を備えた手術室 

＊ 開腹せずに内視鏡のみで病変を一括切除し治療する内視鏡治療 

＊開胸・開腹せずにがんの確定診断を行う方法 
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認知症関連ＭＲＩ及び脳血流ＳＰＥＣＴの実施件数を着実に伸ばし、認知症の早期診断の推進及び診

断精度の向上に努めた。 

 

 

 

 

高齢者総合機能評価（ＣＧＡ）＊2に基づき、患者に応じた適切な治療、早期リハビリテーションを実施

し、早期離床、早期退院を図り、退院後のＱＯＬを確保した。 

 

 

  

1,253件 

1,443件 1,488件 

1,660件 

915件 909件 

1,196件 1,221件 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

認知症関連MRI実施件数 

脳血流SPECT実施件数 

95.0% 

87.6% 88.8% 

93.9% 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

総合評価加算算定率 

【認知症医療】ＭＲＩ、ＳＰＥＣＴ実施件数 

総合評価加算算定率＊1 

＊1 総合評価加算算定率＝総合評価加算算定件数/退院患者数 

＊2 高齢者の状態について、医学的評価だけでなく、生活機能、精神機能、社会・環境の３つの面から総合的に捉えて問題

を整理し、評価を行うことで、生活の質（ＱＯＬ）を高めようとする方法 
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救急受入体制の強化や受入状況の検証、地域医療機関との連携等により、救急患者の受入れを着実に実

施した。 

 

 

 

 

患者満足度調査の結果等を踏まえて改善に取り組むなど、患者サービスの向上に努めた。 

 

 

8,012件 7,974件 

9,200件 
10,102件 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

救急患者受入数 

86.6% 

89.7% 
91.1% 90.6% 

77.4% 77.0% 

78.9% 

81.3% 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

入院患者満足度 

外来患者満足度 

救急患者受入数 

患者満足度 
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２ 研究 

 

 

米国老年学会、日本老年医学会をはじめ、国内外の学会に積極的に参加し、研究成果の発表を着実に行

った。 

 

 

 

 

文部科学省や厚生労働省などの研究費補助金への応募や共同研究・受託研究を推進し、外部研究資金の

積極的な獲得に努めたが、競争率の上昇等により２７年度は件数・金額ともに実績が低下した。 

   

 

 

 

老年学・老年医学公開講座の開催やホームページの活用、研究所 NEWSの発行等により、研究成果の都

民への普及を図った。 

 

605件 608件 612件 678件 
896件 901件 905件 

1,377件 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

論文発表数 

学会発表数 

268件 255件 261件 
216件 

6,721千円 

7,254千円 7,209千円 

6,344千円 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

外部資金獲得件数 

外部資金獲得金額 

（研究員一人あたり） 

6回 6回 6回 
4回 

3,421人 
3,067人 

1,712人 1,721人 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

老年学・老年医学公開講座

（実施回数） 

老年学・老年医学公開講座

（受講人数） 

論文及び学会発表数 

老年学・老年医学公開講座の開催 

外部研究資金獲得件数及び金額 
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３ 業務運営等 

 

 

地域の医療機関との連携強化や適切な退院支援の実施に取り組み、平均在院日数の短縮を図った。 

  

 

 

 

救急診療体制の強化による救急患者の積極的な受入れなどにより、新入院患者の確保に努めた。 

  

 

 

 

平均在院日数の短縮を図りつつ、新入院患者の確保に努めたことにより、病床利用率が向上した。 

  

17.5日 
15.8日 

13.0日 
12.3日 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

平均在院日数 

9,494人 9,569人 

11,576人 
13,053人 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

新入院患者数 

84.5% 

79.7% 
80.8% 

86.2% 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

病床利用率 

新施設への移転に伴

い、入院制限を実施 

平均在院日数 

新入院患者数 

病床利用率 


